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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月13日(2017.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性材料を含む第１のインダクタ巻線（２０４）と、
　導電性材料を含む第２のインダクタ巻線（２０６）と、
　横方向において前記第１のインダクタ巻線と前記第２のインダクタ巻線との間に位置す
る充填材（４１０）であって、前記第１のインダクタ巻線と前記第２のインダクタ巻線の
構造上の結合を実現するように構成された充填材とを備え、インダクタ構造体にはベース
部分としての基板がない、インダクタ構造体。
【請求項２】
　前記第１のインダクタ巻線（２０４）は、横方向において前記第２のインダクタ巻線と
同一平面内に位置する、請求項１に記載のインダクタ構造体。
【請求項３】
　前記第１のインダクタ巻線（２０４）は第１のらせん形状を有し、前記第２のインダク
タ巻線（２０６）は第２のらせん形状を有する、請求項１に記載のインダクタ構造体。
【請求項４】
　前記第１のインダクタ巻線（２０４）および前記第２のインダクタ巻線（２０６）は細
長い円形形状を有する、請求項１に記載のインダクタ構造体。
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【請求項５】
　前記第１のインダクタ巻線（２０４）の厚さは０．２ミリメートル未満である、請求項
１に記載のインダクタ構造体。
【請求項６】
　前記インダクタ構造体は、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、娯楽ユニット、ナビゲーシ
ョンデバイス、通信デバイス、モバイルデバイス、モバイルフォン、スマートフォン、携
帯情報端末、固定位置端末、タブレットコンピュータ、および／またはラップトップコン
ピュータのうちの少なくとも１つに組み込まれる、請求項１に記載のインダクタ構造体。
【請求項７】
　インダクタ構造体を提供するための方法であって、
　基板を設けるステップと、
　前記基板上に第１のインダクタ巻線および第２のインダクタ巻線を設けるステップと、
　前記第１のインダクタ巻線と前記第２のインダクタ巻線との間に充填材を設けるステッ
プであって、前記充填材が前記第１のインダクタ巻線と前記第２のインダクタ巻線の構造
上の結合を実現するように構成されたステップと、
　前記充填材を設けるステップに続いて、前記基板を除去するステップとを含み、前記イ
ンダクタ構造体にはベース部分としての基板がない、方法。
【請求項８】
　前記基板上に前記第１のインダクタ巻線および前記第２のインダクタ巻線を設けるステ
ップは、
　前記基板の上方に犠牲層を設けるステップと、
　前記犠牲層の一部を選択的に除去するステップと、
　前記基板および前記犠牲層の上方に金属層を設けるステップであって、前記金属層が前
記第１のインダクタ巻線および前記第２のインダクタ巻線を形成するステップと、
　前記犠牲層を除去するステップとを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のインダクタ巻線および前記第２のインダクタ巻線を設けるステップは、前記
第１のインダクタ巻線を横方向において前記第２のインダクタ巻線と同一平面内に設ける
ステップを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のインダクタ巻線は第１のらせん形状を有し、前記第２のインダクタ巻線は第
２のらせん形状を有する、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のインダクタ巻線および前記第２のインダクタ巻線は細長い円形形状を有する
、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記充填材はエポキシである、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　前記インダクタ構造体をパッケージオンパッケージ（ＰｏＰ）構造上に設けるステップ
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　前記インダクタ構造体をパッケージ基板の表面上に設けるステップをさらに含む、請求
項７に記載の方法。
【請求項１５】
　前記インダクタ構造体をパッケージ基板の内部に設けるステップをさらに含む、請求項
７に記載の方法。
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